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第２９年度 第 1回赤穂市子ども・子育て会議 議事録 

 

【日 時】平成２９年１０月５日（木）午前１０時～午前１１時５５分 

【場 所】赤穂市役所 ６階大会議室 

 

【出席委員】 １３名   半田結委員［関西福祉大学社会福祉学部教授］、金谷公子委員［兵庫大学短期大学部保育課
第一部・保育課第三部講師］、山根寿美子委員［赤穂市主任児童委員代表］、岩﨑由美子委

員［赤穂市地域活動連絡協議会会長]、齊藤聡子委員［高雄幼稚園園長］、寒川素子委員［学

校法人兵庫カトリック学園法人事務局長］、古谷真理委員［尾崎保育所所長］、目木志子委

員［有年保育所所長］、大河奈々委員［塩屋保育所保護者会］、平福喬子委員［赤穂市 PTA

連合会母親部会副部会長］、松本雅子委員［公募市民］齊藤雅史委員［公募市民］、井上昭

彦委員［連合西播赤穂地区連絡会会長］ 

 

【欠席委員】１名   鍋島真弓委員［坂越小学校長］ 

 

【事務局】   健康福祉部 西田佳代健康福祉部長、山野良樹子育て健康課長、 

日笠二三枝保健センター担当課長兼所長、 

東祐一郎子育て健康課こども支援係長 

教育委員会  尾崎順一教育次長（管理）、一二三修司こども育成課長、 

高見直樹生涯学習課長、山内陽子こども育成課こども育成担当係長 

 

【次 第】 

１ 開会 

２ 部長あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 会長、副会長の選出 

５ 議事   赤穂市子ども・子育て支援事業計画に係る中間年の見直しについて 

（１）児童数の見込み（０～１１歳）案について 資料３ 

（２）教育・保育に関する実績値と見直し案について 資料４ 資料５ 

（３）地域子ども・子育て支援事業における実績値と見直し案について 資料６ 

６ その他 

７ 閉会 
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１ 開会 

 

～事務局～ 

失礼します。定刻となりましたので、ただいまから平成 2９年度第１回赤穂市子ども・

子育て会議を開催いたします。本日はお忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがと

うございます。     会長・副会長を選出するまでの議事・進行を私、子育て健康課長の山野が務めさせて
いただきます。よろしくお願いいたします。それでは、開会にあたりまして健康福祉部

長の西田よりご挨拶をさせていただきます。   

２ 健康福祉部長あいさつ 

 

～健康福祉部長～ 

皆さんおはようございます。健康福祉部長の西田でございます。どうぞよろしくお願

いたします。本日はご多用の中、平成２９年度第１回赤穂市子ども・子育て会議にご出

席いただき誠にありがとうございます。また、平素は赤穂市の子育て施策にご協力・ご

尽力を賜りまして心から感謝申し上げます。国におきましては、本年の６月に子育て安

心プランを策定されまして、平成３２年度末までに全国の待機児童を解消するとしてお

りますが、赤穂市におきましては、幸いにもこれまで待機児童は発生はしておりません。

赤穂市の子育て支援につきましては、ご存知のとおり、平成２７年３月に策定いたしま

した、赤穂市子ども・子育て支援計画に基づき、各種の取り組みを進めているところで

ございますけれども、前回、３月の会議でご説明致しましたとおり、今年度は中間年の

見直しをする年になっております。後ほど、説明いたしますけれども６月に国から示さ

れました見直しのための考え方を踏まえまして、中間見直しのための作業を行っており

ますので、本日はこの見直し案について、皆様方のご意見を賜りたいと思いますので、

どうぞよろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

では、続きまして、本日の資料の確認をさせていただきたいと思います。まず、始め

に事前に渡している資料につきまして、訂正がございまして、本日の次第なのですが、

議事のほうに（１）としまして、児童数の見込み（０～１１歳）案を追加しております。

それからまた、資料２はですね、赤穂市子ども・子育て支援事業計画の中間年の見直し

についてでございますが、会議のスケジュールについて訂正がありますので、机上に置

かしていただいている分と差し替えをお願いいたします。では、その他の資料の確認を

させていただきます。資料１としまして、赤穂市子ども・子育て会議委員の名簿でござ

います。それから、資料３としまして、児童数の見込み（０～１１歳）（案）、それから
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資料４としまして、特定教育・保育施設における計画値と実績値について、それから資

料５としまして、教育・保育に関する量の見込みと確保方策でございます。そして、最

後に資料６としまして、地域子ども・子育て支援事業における実績値と見直し案につい

てとなっております。さらに本日机の上に、子ども子育て会議条例と座席表の方を置か

していただいております。もし、不足等がございましたら、事務局にお申し付けいただ

ければと思います。 

 

３ 委員紹介 

 

～事務局～ 

では、続きまして、委員の皆様のご紹介の方をさせていただきたいと思います。

お手元の資料１赤穂市子ども・子育て会議委員の名簿をご覧いただきたいと思いま

す。番号順にご紹介させていただきたいと思いますので、お名前をお呼び致しまし

たら、簡単にご挨拶の方をお願い致します。まず、１番半田委員でございます。 

 

～委員～ 

関西福祉大学の半田結と申します。どうぞよろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

２番金谷委員でございます。 

 

～委員～ 

兵庫大学短期大学部の金谷でございます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

３番山根委員でございます。 

 

～委員～ 

赤穂市主任児童委員をさせていただいております、山根寿美子と申します。よろ

しくお願い致します。 

 

～事務局～ 

４番岩﨑委員でございます。 

 

～委員～ 

赤穂市地域活動連絡協議会の会長をしております、岩﨑と申します。よろしくお
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願い致します。 

 

～事務局～ 

５番の鍋島委員につきましては、所用のため欠席となっております。６番齊藤委

員でございます。 

 

 

～委員～ 

高雄幼稚園園長の齊藤でございます。よろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

７番寒川委員でございます。 

 

～委員～ 

兵庫カトリック学園法人事務局長の寒川と申します。聞き慣れない法人かと思う

のですけれども、３月まで赤穂あけぼの幼稚園の園長をさせていただいておりまし

た、あけぼの幼稚園の本部母体の事務局長をしておりまして、委員として今年から

入らしていただきました。よろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

８番古谷委員でございます。 

 

～委員～ 

尾崎保育所長の古谷でございます。よろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

９番目木委員でございます。 

 

～委員～ 

有年保育所長の目木志子でございます。よろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

１０番大河委員でございます。 

 

～委員～ 

塩屋保育所保護者で大河奈々です。よろしくお願い致します。 
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～事務局～ 

１１番平福委員でございます。 

 

～委員～ 

赤穂幼稚園 PTA副会長兼母親代表をさせていただいております平福喬子です。よ

ろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

１２番松本委員でございます。 

 

～委員～ 

公募委員として参加させていただきます。松本雅子です。よろしくお願い致しま

す。 

 

～事務局～ 

１３番齊藤委員でございます。 

 

～委員～ 

はじめまして、齊藤と申します。公募委員で選んでいただきました。赤穂小学校

に１人と赤穂幼稚園に１人、2児のパパをしております。よろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

１４番井上委員でございます。 

 

～委員～ 

連合西播赤穂地区連絡会会長をしております、井上です。連合労働組合の集まり

でございまして、それぞれの企業で、働きながら子育てをされている方、たくさん

おられます。仕事と子育ての両立ということが課題ということで、引き続き貴重な

会議に参加させていただいて、ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

～事務局～ 

ありがとうございました。以上、１４名の方々になります。続きまして、事務局

の紹介をさせていただきたいと思います。まず、西田健康福祉部長でございます。 

 

～事務局～ 
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西田でございます。よろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

尾崎教育次長でございます。 

 

～事務局～ 

教育次長の尾崎でございます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

～事務局～ 

一二三こども育成課長でございます。 

 

～事務局～ 

一二三でございます。よろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

日笠保健センター担当課長でございます。 

 

～事務局～ 

日笠でございます。よろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

高見生涯学習課長でございます。 

 

～事務局～ 

高見でございます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

東こども支援係長でございます。 

 

～事務局～ 

東でございます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

山内こども育成担当係長でございます。 
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～事務局～ 

山内と申します。どうぞよろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

以上でございます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

本日の委員の出席者でございますが、先程、ご説明致しましたが、鍋島委員が欠

席されておりますので、１４名中１３名出席していただいておりますので、赤穂市

子ども・子育て会議条例第６条第２項に委員の過半数が出席しなければ、開くこと

ができないとされておりますが、本日は定足数を満たしていることを報告致します。 

 

４ 会長、副会長の選出 

 

～事務局～ 

それでは次第に戻りまして、４の会長、副会長の選出に移りたいと思います。赤

穂市子ども・子育て会議条例第５条第 1 項の規定にですね、子育て会議に会長、副

会長を置き、委員の互選によりこれらを定めることとなっております。皆様、ご意

見などございますでしょうか。意見がないようでございますので、事務局案としま

して、昨年度に引き続きまして、会長に関西福祉大学社会福祉学部教授の半田先生

に、副会長には兵庫大学短期大学部保育課講師の金谷先生にお願いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。（拍手）ありがとうございます。それでは、早速ですが、

半田先生と金谷先生はそれぞれ、前の会長席、副会長席に移っていただけますでし

ょうか。では、半田会長、金谷副会長、ご挨拶をお願いできればと思いますので、

よろしくお願い致します。 

 

～会長～ 

皆様おはようございます。昨年に引き続き、会長を務めさせていただきます、半

田結と申します。本年度もといいましょうか。赤穂市ではいよいよ幼稚園の３歳児

保育が始まり、いろいろと動いてきております。この計画にも後半から携わらせて

いただいたもので、今回、中間の見直しということで、より実情にあったものに、

もちろん幼稚園のことだけではなく、地域の子ども達のことを、地域にあったもの

というのがこの子育て会議の趣旨でございますので、より実情にあったものにして

いきたいと考えておりますので、ぜひ皆様の忌憚のない率直なご意見をたくさん出

していただけますよう、何卒よろしくお願い致します。 
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～副会長～ 

声が大きいので、マイクを使うと余計に聞こえにくいと学生から言われますので、

なしで失礼します。先程、副会長を仰せ付かまつりました金谷でございます。よろ

しくお願い致します。実は昨年度まで副会長をしていただいておりました藤井先生

ですけれども、私と同じ兵庫大学で親しくさせていただいておりました。その中で

子育て会議の進捗状況などもよく聞かせていただく中で、赤穂市は新制度としてよ

いスタートがきれていると。現在、認定こども園が進んでいく中で、赤穂市は保育

所、幼稚園共に、しっかりと確立がされていてよい方向で歩み寄りながら、子ども

にとっても、それから保護者にとっても進められるれているということで、とって

もいい赤穂市は環境ができていると絶賛されて、先生よろしくおねがいしますとい

うことで、バトンを受け継がせていただいたのですけれども、今、学生が保育所を

教育実習に出ている状況なのですけれども、私は保育者養成として、学生を出す担

当としましては、本当に、保育所も幼稚園もいっしょになっている状況の中で、幼

稚園がないという実体のところも大変多くございます。その中で、学生も担当者と

しても困惑している状況の中で、どのようなところで保育所と幼稚園のあり方を実

習していけばいいのかという学生が悩みを持っているようなところが、今の状況で

ある中で、しっかり赤穂市は保育所は保育所での実習、幼稚園は幼稚園での教育実

習というのがなされていて、本当にいい状況で環境ができているというふうに感じ

ております。それで、今、半田先生の方からもありましたけれども、３歳児保育も

スタートされると言う事で、さらに今後赤穂市は期待されている中で、学生もたく

さん赤穂市から兵庫大には通ってきております。その中で保育所もあり、幼稚園も

ありというすばらしい環境の中で、赤穂市に勤めたいという夢をもって、学生は進

んでおりますので、ぜひその環境の中でしっかりと今後さらに中間見直しを進める

中で、よい環境がスタートできますように、皆さんと共にがんばることができれば

と思っております。どうぞよろしくお願い致します。 

 

～事務局～ 

はい、ありがとうございました。では、これからの議事、進行につきましては、

赤穂市子ども・子育て会議条例第５条第２項の規定により、半田会長にお願いした

いと存じます。では、よろしくお願い致します。 

 

５ 議事   赤穂市子ども・子育て支援事業計画に係る中間年の見直しについて 

 

～会長～ 

ちょっと今日は、声が荒れておりますので、私はマイクを使わせていただきます。
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よろしくお願い致します。それでは、議事、次第に従いまして、進めてまいりたい

と思います。まず、はじめに（１）ですね。今日追加になりましたけれども、児童

数の見込み（０～１１歳）案についてというところで、事務局の方からご説明をお

願い致したいと思います。 

 

～事務局～ 

はい、では、その前にですね、子ども子育て支援事業計画のですね、初めての方

が７名程いらっしゃいますので、簡単に概要を説明させていただきたいと思います。

資料２がありますので、そちらの方をご覧いただきたいと思うのですが、子ども子

育て支援事業計画については、簡単にご説明させていただきます。今から５年前の

平成２４年８月にですね、日本の子ども子育てを巡る様々な課題を解決するために

子ども・子育て支援法という法律ができております。この法律と関連する法律に基

づきまして、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や、質の向上

を進めていく、子ども・子育て支援新制度が平成２７年４月に本格スタートしてお

ります。赤穂市におきましても、平成２７年３月にですね、同年４月から５年間を

計画期間と致します、赤穂市子ども・子育て支援事業計画を策定致しまして、計画

的に取り組みを進めているところでございます。この計画の中身につきましては、

本日お持ちいただいておるかと思うのですが、赤穂市子ども・子育て支援事業計画

ですね、その冊子の中に６０ページにあるのですが、幼児期の学校教育・保育の量

の見込みと確保方策ということで、０歳～５歳児を年齢と保育の必要性があるかど

うかによりまして、それぞれ１号、２号、３号に分けまして、認定毎に量の見込み

を算出しまして確保していこうという計画でございます。また、６１ページから地

域子ども子育て支援事業計画１３事業につきまして、その内１１事業について、量

の見込みと確保内容明記しまして、取り組みを進めておるところでございます。概

要説明につきましては、以上と致しまして、続きまして、資料２の赤穂市子ども・

子育て支援事業計画の中間年の見直しについてでございます。子ども・子育て支援

事業計画につきましては、国から基本指針が示されておりまして、２ページの四角

で囲んだ部分をご覧いただきたいと思いますが、「法の施行後、支給認定を受けた保

護者の認定区分ごとの人数が、当該区分に係る量の見込みと大きく乖離している場

合には、計画の見直しが必要となる。このため、市町村は計画期間の中間年を目安

として、必要な場合には、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと

とされております。具体的な見直しのための考え方としまして、１ページの下段に

ありますように、国から作業の手引きが示されておりまして、内容的には平成２８

年４月１日時点の支給認定区分ごとの子どもの実績値が市町村計画における量の見

込みよりも１０％以上乖離がある場合には、原則として見直しが必要となるとされ

ております。また、１０％以上乖離がない場合でも受け皿の整備を行わなければ、
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待機児童等の発生が見込まれる場合や年度毎に設定した目標値を超えて、整備を行

った年度がある場合には見直しを行うものとされております。さらに６にあります

ように、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みにつきましても、必要に応じ、

見直しを行うこととされております。以上のことから赤穂市におきましても、子ど

も・子育て支援事業計画の見直しを、計画の中間年であります本年度の年度末にか

けまして、見直し作業を進めてまいりたいと考えております。具体的なスケジュー

ルですが、２にありますように、本日第 1 回の会議を開催しまして、事務局からの

見直し案を提案させていただいております。本日、ご審議いただきまして、その後、

翌年の２月～３月に子ども・子育て会議を再度開催いたしまして、見直し後結果を

確定しまして、３月に結果公表を行いたいと考えております。以上が簡単な概略の

説明でございます。 

 

（１）児童数の見込み（０～１１歳）案について 

 

～事務局～ 

続きまして、議題（１）の児童数の見込み案についてご説明させていただきたい

と思います。まず、計画、黄色い計画書の５８ページをお開きいただきたいのです

が、児童数の推計なのですが平成２７年から３１年の推計を出すために、平成２３

年から２５年の各４月１日時点の住民基本台帳の各都市別人口を元にコーホート変

化率法によりまして、推計しております。実際には平成２７年、２８年、２９年の

３年の児童数の人口を見ましても、計画よりは若干ではありますが、減少してきて

おりますので、見直しを行うものでございます。見直し後の算出方法につきまして

は、資料３の四角で囲んだ部分をご覧いただきたいと思いますが、平成２９年３月

末現在の「赤穂市年齢別人口統計表」より０～９歳の児童をそのまま２年スライド

した数値で表しております。また、３０年度の０歳と１歳、３１年度の０歳につき

ましては、過去５年間に係る０歳児の増減率の平均をとりまして、その平均値０．

９７を前年の児童数に乗ずることにより算出しております。説明は以上になります。 

 

～会長～ 

はい、ありがとうございました。すみません、私、少し緊張しているせいか、手

順を１つ省いてしまいました。傍聴者の入室というのが、本日は傍聴者いらっしゃ

らないということで、すみません、このまま会議を進めさせていただきます。大変

失礼いたしました。現在、今、事務局の方からご説明いただきました件につきまし

て、不明な点などございませんでしょうか。いかがでしょうか。ちょっと、文章が

数字も入っておりまして、分かりづらい部分があるかもしれませんけれども、いか

がでございましょうか。直接的には資料３の児童数の見込み数ということで、３０
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年度、３１年度ということ、その数値をご覧いただきますと、全体的に少しずつで

すけれども、赤穂市の子どもたちの数も減ってきているというところがお分かりか

と思います。考えられていた想定よりもそれほど違わないと言えば違わないかもし

れませんが、それでも少しずつは減ってきているという状況ではあります。いかが

でしょうか。よろしいでしょうか。見込みということで、このような数、算出して

いただいておりますけれどもよろしいでしょうか。もし、何かあれば最後にお伺い

したいと思いますけれども、まずは、ひとまず、こちらの数字でよろしいというこ

とで、ご了承いただけますでしょうか。ありがとうございます。それでは、続きま

して、議題の（２）ですね、教育・保育に関する実績値と見直し案についてという

のを事務局の方からご説明をお願い致します。 

 

（２）教育・保育に関する実績値と見直し案について 

 

～事務局～ 

失礼します。資料４特定教育・保育施設における計画値と実績値についてご説明

させていただきます。まず、１の利用状況についてであります。（１）幼稚園・認定

こども園これは、あけぼの幼稚園になります、幼稚園部分の利用状況、通称１号認

定でありますが、まず、状況につきましては、この１号認定、次の２号認定、３号

認定に分けまして、２７年、２８年、２９年度の３年間の実績値を、２９年度の実

績値につきましては、９月１日時点の状況を作成させていただいております。２８

年度と２９年度で比較させていただきますと、まず、先程申しました１号認定につ

きましては、２８年度合計の欄で７３６人から６９９人と３７名の減少が出ており

ます。しかし、４歳児の欄を見ていただきたいのですが、４歳児につきましては、

３２８人から３３７人という９名増えているとそのような状況が表れているところ

でございます。次に、保育所・あけぼの幼稚園の保育部分の２号認定につきまして

は、合計で２８年度１６７名から１７３名と６名増えております。ここで、顕著な

ところで申しますと、３歳児１０８名から１３２名と、３歳児につきましては、２

４人増えているというのが、特徴でございます。（３）保育所・認定こども園の３号

認定の部分でございます。２８年度、２５２名から２４４名と８人の減少が出てお

りますが、先程申しましたように、２９年度は９月１日現在の数値でありまして、

現在も保育所の申込みに来られる方が多くございます。最終的には、２８年度の２

５２人を上回るという見込みであると考えております。尚、中途の申込みにつきま

しては、０歳児～２歳児の３号認定の方が多く、０歳児は３人に対して保育士が１

名必要です。１、２歳につきましては、子どもの数６人に対して、保育士が１名必

要なことから、保育士が不足し、受け入れられないということで、待機児童が発生

することも考えられるような状況がございます。 
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続きまして、２の赤穂市子ども・子育て支援事業計画と実績との比較でございま

す。これにつきましても、１号認定、２号認定、３号認定とそれぞれ実績を載せさ

せていただいておりますが、実績における過不足というのは出ておりませんが、量

の見込み、確保内容につきましては、（３）の３号認定のところを見ていただきたい

のですが、平成２９年度計画値２１６名に対しまして、２４４名と２８人の計画に

対する実績の増が出ている状況であります。先程、申しましたように、中途の申込

者が多く、待機児童が出そうな状況であるということの現状を報告させていただき

たいと存じます。 

続きまして、資料５横長の資料になりますが、教育・保育に関する量の見込みと

確保方策について、ご説明させていただきます。最初の１ページから３ページにつ

きましては、総括表、４ページ以降につきましては、内訳表となっておりますので、

総括表につきまして、ご説明をさせていただきたいと存じます。３ページをお開き

ください。まず、考え方についてでありますが、量の見込みにつきましては、現時

点で検討中であるために、当初計画どおりとまずいたしているところであります。

見直しにつきましては、当初計画では平成３１年度から全園で３歳児保育を開始す

る予定になっておりましたが、幼稚園舎の問題、また教諭の確保が難しい状況から、

今年５月に開催されました総合教育会議におきまして、市の施策として、３０年度

に塩屋幼稚園で１園２５名の３歳児保育の施行から始めさせていただいて、３１年

度からは教諭の状況の確保によりまして、段階的に実施させていただくと、そうい

う変更をさせていただいたところでありますので、ご理解いただきたいと思います。

これによりまして、総括表１ページをお開きいただきたいのですが、確保方策の中

の特定教育・保育施設の自市町の子どもの幼稚園の欄でございます。当初計画３０

年度の１号認定の数を７２９人から見直し後に７５４人に変更させていただきまし

て、差引の欄になりますが、３歳児保育分２５名を増加したいものでございます。

また、３ページに戻っていただけますでしょうか。確保方策で３１年度、全園１０

園実施から、段階的実施になりました。３０年度に塩屋、３１年度に今の予定では、

赤穂幼稚園、尾崎幼稚園の予定を考えておりますことから、そこに書いてあります

ように３園で７５人が確保できるということ、また、計画の中で３１年度で１園の

公立の認定こども園を計画しておりましたが、これも同じく５月の総合教育会議に

おきまして、公立の認定こども園については、再検討することでなっておりますの

で、２ページになりますが、２ページをお開きいただきたいと思います。確保方策

の中の幼稚園の欄、３１年度の１号認定の数字を７５８人から８０４人に変更させ

ていただきたいものであります。これは、３０年の見直しの７５４人に、赤穂、尾

崎幼稚園の３歳児保育の５０人を増やさせていただきまして、８０４人としたいも

のであります。また、併せまして、公立の認定こども園については、再検討するこ

とになりましたので、３１年度の認定こども園の数字であります、８５人と計画し
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ておりましたが、３５人に変更させていただいているものであります。赤穂市の総

合教育会議におきまして、認定こども園よりまず３歳児保育の方を優先して、施策

を進めていくことになりましたので、このように変更させていただきたいというこ

とでございます。尚、最初に申しましたように、４ページ以下の資料につきまして

は、それぞれの内訳表となっておりますので、ご確認をいただきたいと存じます。

どうぞよろしくお願い致します。 

 

～会長～ 

ありがとうございます。今の変更、大幅なといってよろしいのでしょうか、計画

の見直しでございますけれども、皆様いかがでしょうか。質問等ございましたら、

ご自由に出していただきたいのですけれども、いかがでしょうか。はい、お願い致

します。 

 

～委員～ 

５月の総合教育会議で公立認定こども園が再検討となったというふうにご説明い

ただきましたけれども、３歳児保育を優先するようになった背景をもう少し分かり

やすくご説明をお願いします。 

 

～会長～ 

事務局お願い致します。 

 

～事務局～ 

先程、申しましたように幼稚園で３歳児保育を始めるにあたりまして、３歳児保

育の部屋の確保というのが、必要になってまいります。どうしても、４・５歳と比

べましたら、まだ、幼い、棚の高さ、机、椅子等につきましても３歳児用の部屋が

必要になってきます。当初計画では、３１年度１０園全園でという事で計画してお

りましたが、赤穂、塩屋、尾崎につきましては、園舎の全園改築が終わりましたの

で、その時に合わせて３歳児保育の部屋を用意させていただいております。あとは、

備品が必要になってくるというような状況でございます。残りの７園については、

それぞれ３歳児保育の部屋を増築するなり、改修するなりということで計画が必要

になってきました。それと、先程申しました教諭の確保のこと、全国でも言われて

ますように、幼稚園教諭、保育士が不足しているような状況であります。赤穂市に

おきましても、２９年度４月、秋の時期に臨時さんの幼稚園教諭、保育士がまだ１

４名必要だということで募集しましたところ、残念ながら７名の応募しかなかった

と。７名については、現有のパートさんなりで補っていただいて、何とか２９年４

月時点で待機児童が発生しなかったということで、そういう状況があります。です



14 

 

から、先程申し上げました園舎の問題、教諭の問題ということで、３歳児保育につ

いては、段階的にさせていただくということで、総合教育会議にかけさせていただ

いたという状況であります。よろしくお願い致します。 

 

～会長～ 

いかがでしょうか。園舎の問題ですとか、教諭の採用、保育所も含めまして、最

初から分かっていたのではないかという意見がもしやあるかもしれないのですけれ

ども、想定していた以上にいろいろと大変なことも、人の確保なんていうのは特に、

社会的にもいろいろと問題となっているところでもありますけれども、やはり、園

舎のいろいろな改築ですとか、そういうような計画ですね、全体的な流れとそれか

らまた、新たに作るとしたらどういうふうないろいろなほかとの絡みもおそらくあ

るのだろうと思うのですけれども、実際に、本当に、そろばんをはじいてという言

い方は適当ではないかもしれないですけれども、そういうふうになってきたときに、

いろいろと難しいことが生じることがよりはっきりしてきて、とは言え、計画を進

めるために、現在のものをいかにスムーズに移行させるかということで、見直し、

全体的な見直しに至ったのだろうと理解しておりますけれども、いかがでしょうか。 

 

～委員～ 

同じく、総合教育会議で公立認定こども園の計画が先送りになったというふうに、

先程、お聞きしまして、公立の認定こども園の計画が、すみません、今年からの者

ですから、どういった計画が元々おありで、それが先送りになった背景をご説明い

ただけるとうれしいです。 

 

～会長～ 

お願い致します。 

 

～事務局～ 

２７年３月に計画しております、子ども・子育て支援計画の中で見ていただきま

すと、３１年度に認定こども園１園ということで、目標を掲げさせていただいて、

つくっておったという状況であります。先程、申しましたように認定こども園より、

まず、幼稚園における３歳児保育の実施を優先していこうという市の施策が決定し

ましたので、３１年度の１園というのは、見送りというか再検討させていただきた

い。あとですね、副会長の金谷先生も言われておったのですけれども、赤穂市にお

いては、地域で子どもを育てていただいている、本当に幼稚園、保育所、小学校、

中学校合わせまして、こんなにコミュニティースクールというのですかね、そうい

う地域での子どもを育てていただいているという中で、果たして、赤穂市において
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認定こども園、どういった形で入っていくのが一番いいのか、そういうところも合

わせまして、もう一度検討させていただきたいということで、３１年度の実施につ

きましては、ちょっと延ばさせていただいたというところであります。 

 

 

～会長～ 

いかがでしょうか。 

 

～委員～ 

ありがとうございます。 

 

～会長～ 

言い訳ではありませんけれども、子育て会議で決定した時分、社会的な流れとし

ましても、認定こども園というような動きがあったことも事実でございます。その

後、３歳児保育も始め、さらに認定こども園というのは本当に赤穂市の保育、幼児

教育の体系を大幅に変えることでございまして、私自身も言い訳のように聞こえる

かもしれませんが、携わりながら、本当に、大幅な改革だということを認識しなが

ら進めてきておったのですけれども、現実的に動いてきた段階で、何を優先させる

かという判断であっただろうと思います。まずは、３歳児保育をはじめて、認定こ

ども園というのは、それこそ保育所と幼稚園のミックスというと軽い言い方ですけ

れども、全く新たな試みですので、これについてもやはりまずは、３歳児をという

ところが優先されたというふうに判断しております。よろしいでしょうか。 

 

～委員～ 

ありがとうございます。 

 

～会長～ 

ありがとうございます。 

 

～委員～ 

一言いいですか。ありがとうございます。あけぼの幼稚園が赤穂の中で唯一、認

定こども園という形でちょうど、元々幼稚園で６０年間まいりまして、形としては

幼稚園をそのまま教育をきちっと引き継ぎながら、早い時期からお子様を受け入れ

るというような、実は、認定こども園というのが始まった初年度の開始でしたので、

私もその時にまいりまして、新しい形をつくったのですね。私も今おっしゃったと

おり、赤穂の教育は本当に地域に根付いたすばらしい教育をされているの、本当に
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実感いたしまして、反対に、ひとつありますこのあけぼの幼稚園を赤穂の中でぜひ

活かしていただきたいなと。で、どういった役割を認定こども園だからできるとい

う、よさですね、それを制度の面でも、いろいろ役に立ちたいなというその思い１

点で力を尽くしておりますので、また、こういうような会議や皆さんのご意見をい

ただいて、本当の意味で活かしていただきたいとお願いしたいと思っております。

よろしくお願い致します。 

 

～会長～ 

ありがとうございます。赤穂の保育所と幼稚園の関係というのは本当に独自な、

ある意味ではユニークな形で進んで、ずっと４歳、５歳の幼稚園、それまでの３歳

までの保育所での保育、幼児教育というのは非常にユニークな形でずっと進んでき

て、地域と連携しながら形づくられてきたものだなというふうに実感しております

ので、それこそいい形で、先生、今おっしゃられたように、いい形でこども園とい

う在り方を探っていって、作るか作らないかというのが今後ですが、保育園と幼稚

園の関係の中からまた、つくって見出していけばよいのではないのかなとお話を伺

いながら、思っておりました。 

 

～委員～ 

そうですね、私たちもこども園っていろんなタイプのこども園がありますので、

赤穂のあけぼのは本当に幼稚園をというのが大事にそこを大事にした形の幼稚園型

なのですけれども、私たちもいい意味で試行錯誤で進んでますので、ひとつ、モデ

ルケースとして、何かいろいろお話とかもさせていただいて、今後、公立をつくら

れるのかどうなのかということを参考にもさせていただけたらと思っておりますの

で、何でもまたお聞きいただけたらと思います。よろしくお願い致します。 

 

～会長～ 

他にございませんか。どうぞお願いします。 

 

～委員～ 

失礼します。３歳保育をされるということで、３歳児も預かりなどきちっとある

のでしょうか。 

 

～会長～ 

お願いいたします。 

 

～事務局～ 
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先程申しましたように、３０年度塩屋幼稚園におきまして、１クラス始めさせて

いただくのですけれども、これにつきましては、預かり保育は実施しておりません。

先程、申しましたように、預かり保育、また教諭の数とかが出てまいります。申し

訳ないのですが、３歳児預ける場合については、今のところ保育所の方に預けてい

ただきたいと存じます。 

 

 

～会長～ 

いかがでしょうか。おっしゃってください。 

 

～委員～ 

時間も１４時まで、昼までとか。 

 

～事務局～ 

はい。あの、幼稚園で３歳児を預かるというのは初めてのケースです。今、考え

ておりますのは、職員、正規職員１人に、もうひとり臨時職員、どうしても２人体

制で１クラスを見ていくということになると思います。実は、昨日、抽選会をした

のですけれども、HPみていただきましたら、まだ募集要項も残っておるかなと思い

ますけれども、徐々に慣れさせていきたい、ということでございます。本当に、考

えておりますのは、１０月ですが、運動会の前まではできれば午前中で、少しずつ

時間を延ばさせていただいて、運動会終了後に、今度は給食にチャレンジしていた

だいて、それ以降は１４時１５分ですかね、そういうような形で徐々に延ばさせて

いただきたいなと。それも子ども達の成長を見ながらということになるかなという

ふうに、先程も申しましたように試行としてさせていただくということですので、

その辺ご理解を賜りたいと思います。 

 

～委員～ 

では、３０年度は働く家庭は実際は預けられないかなという形で思ってしまうの

で、３０年だけ試しで、３１年からはぜひ預かりや普通の４、５歳といっしょの方

針でやっていただければ、待機児童もなくなっていくのかなと思われます。 

 

～事務局～ 

３歳児の預かりについては、要望はたくさん出ておりました。そんな中で預かり

をせずに返させていただくということで、決めさせていただいて、今始めさせてい

ただいておるところでございます。逆に３歳児保育を始めて、預かりをこれがどん

どん進んでまいりますと、逆に保育所の方の保育士が足りない。逆に待機児童が発
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生するという状況も考えられます。そのような状況、どちらにしましても試行段階

でいろいろ検討させていただきながら、少しでも要望に応えられるようにはしてま

いりたいと考えておりますが、その辺ご理解を賜りたいと思います。 

 

～会長～ 

なかなかご理解しづらいかもしれませんが、ぜひ、実際のご意見ですとか、こう

やって出していただくことで、計画も見直ししたりですとか、つくったりというこ

とが、こういうえい会議の役割だと思いますので、ぜひ、すぐにこういうふうに変

えますというふうにはいかないかもしれないですけれども、まずは、出していただ

くことが１番かなと思いますので、率直なご意見を賜りたいと思います。ありがと

うございます。事務局も肝に銘じてという言い方は失礼かもしれませんが、要望が

現実にはあるということでしたので、とはいえ、保育所と幼稚園との関係性という

ような事もございますので、それから、お子さんを預けるご家族の事情というよう

なことも勘案しながらということではございますけれども、要望は承ったというこ

とでございますね。ありがとうございました。他にございませんでしょうか。はい、

お願い致します。 

 

～委員～ 

先程のは計画の見直しということで、平成３０年度に塩屋で１園、その後３園で

ということですけれども、その後も残っている７園がいつごろするのかというのは、

総合教育会議の中では打ち合わせされたのでしょうか。いつまでにはやりたいねと

か。あと、この内容が変わったことは市民の皆様にはどういった形で通達なり、周

知はされる予定なのかということを確認させてください。 

 

～会長～ 

お願い致します。 

 

～事務局～ 

総合教育会議におきましては、あくまで先程も申しましたように、幼稚園舎の受

け入れの問題、それから教諭の確保が難しいということで変更させていただいたと

ころでございます。内容につきましては、教諭の確保の状況等により段階的に実施

していくというところで、教育会議は諮らしていただいたところでございます。今

後の予定としましては、先程も申しましたように、１０園のうちの３園については、

赤穂、尾崎、塩屋につきましては、全面の改築が終わっております。その後につき

ましては、市の実施計画というものがあります。それに準じ、増築などをしていっ

て、３歳児保育をはじめさせていただくということで、今のところ考えているよう
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なところでございます。それから、総合教育会議の結果につきましては、市の HP

等にも議事録を含めまして、結果については、公表はさせていただいております。

また、今回塩屋で３歳児保育を実施するということにつきましては、市の広報なり、

今回につきましては、１園で３歳児保育開始という形の中で、そのような説明をさ

せていただいて、市民の方に周知させていただいたということでございます。 

 

～会長～ 

いかがでしょうか。 

 

～委員～ 

ありがとうございます。 

 

～会長～ 

はい、お願い致します。 

 

～委員～ 

量の見込みということで、残り７園もということなのですけれども、やはり、お

母さん方も先生方もですけれども、質ですね、先程も臨時の方とかたくさん昨年度

採用されたということなのですけれども、やはり、保育の質という面で考えると、

何か事務局の方で、新たに採用される方にこういった研修とかですね、また、新規

の採用の場合、学生さん達を例えば、学生の間に質を高めるというか、幼稚園、保

育所とかで学生さんを受け入れるとかですね、そういった何か質の向上について、

何かそういった施策とかそういったものはお考えでしょうか。 

 

～会長～ 

はい、お願い致します。 

 

～事務局～ 

質の向上につきましては、これは既に開始させていただいておりますけれども、

今の幼稚園、教諭につきましては、先進地の幼稚園に行って、研修を受けましたり、

また、講師に来ていただいて、３歳児保育の研修を深めていただいて、もう３年ぐ

らいになりますかね、ただ、委員がおっしゃるように、どうしても新規採用につき

ましては、なかなか難しいところがございます。ただ、今のところ、赤穂市につき

ましては、平成２４年度から幼稚園免許と保育所免許を両方持っておられる方を採

用にさせていただいているというようなところで、幼稚園でも保育所でも勉強して

いただいた方を採用しておるということで、その辺で質の向上を図っているという
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事でございます。 

 

～会長～ 

よろしいでしょうか。 

 

～委員～ 

先程、おっしゃられたように実際に免許を持たれている方でという事なのですけ

れども、やはり絶対数ですね、どんどんやはり年齢が上がられると言うことで、絶

対数が足りて、子どもも減少するので、先生の数も減ってくるかなと思うのですけ

れども、その辺りの新規採用ということで、そう言うところも検討いただきたいか

なというふうには思います。 

 

～会長～ 

お願い致します。 

 

～事務局～ 

十分考慮して、採用に努めてまいりたいと思います。 

 

～会長～ 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。数だけではないのではないかとい

うご提案だったかと思います。他にどのような事でも構いませんので、よろしいで

しょうか。いかがでしょうか。もし、今日、大体こう言うような事でよろしいのだ

ろうと言うところであれば、今日、事務局側のとおりというふうにしたいとは思っ

ておりますが、もし、まだちょっと何かあるということであれば、もう一度調整し

ながら、もう一度会議がございますので、ということもありますが、いかがでしょ

うか。現時点では事務局案ということでよろしいでしょうか。どうかな、というよ

うな。はい、お願い致します。 

 

～委員～ 

現在の赤穂市のニーズからしますと、この現段階でいいのかなあという感じはし

ております。私は児童館を回らしてもらいながら、また、他市の保育園の状況を見

させていただいた時に、先程、会長さんからもあったように、幼稚園に入るまでは、

家庭で見ようという意識が保護者の方にかなり強くいらっしゃるので、それが、幼

稚園あるいは、小学校に行く段階において、お勤めをしていく状況が今の段階では

見られている、でも、これからの若い人の生活スタイルといいますか、その辺にな

っていく段階において、これからは共働きというのも十分にありまして、産後休暇
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もとったらすぐ働きますみたいな形のことも、他市ではよく聞きまして、児童館の

先生が他市から来られている先生などは、本当に、赤穂市さんは保護者の方がよく

児童館に連れて来られて、上手に遊ばせているねと言われております。でも、他の

所では本当におばあちゃんもいないような状況で、子どもをほりこんで、自分はど

こかにいってしまったというようなこともあったりとか、これって、ちゃんと親、

大丈夫なのという状況もあったりする中、保育園の需要が高まっているという現実

もあるようなので、先程、３０年に３歳児保育のアフターの事とか、預かりのこと

なんかも言われましたけれども、その時々のニーズが変わってくる可能性も十分あ

りうるのかなという気もしております。また、そういう意見も勘案しながらという

か、よろしくお願いしたいと思っております。 

 

～会長～ 

ありがとうございます。現実問題、保育所への入所の希望というのが、小さいお

子さん達、増えているということもございますので、今おっしゃってくださった事

は、貴重なご意見ということで賜るということでよろしいでしょうか。ありがとう

ございます。他にございませんでしょうか。現時点では、このような見直し案とい

うことでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。もし何かまた、これ

はどうなんだということがあれば、ぜひ、出していただきたいと思います。ありが

とうございます。では、次に（３）番ですね、地域子ども・子育て支援事業におけ

る実績値と見直し案についてという３番目の議題に移りたいと思います。事務局の

方からお願い致します。 

 

（３）地域子ども・子育て支援事業における実績値と見直し案について 

 

～事務局～ 

資料６をお願いしたいと思います。地域子ども・子育て支援事業における実績値

と見直し案についてでございます。まず、こども育成課分について、ご説明させて

いただきます。１ページの（１）延長保育につきましては、３０年度、３１年度の

数値を２７年、２８年の実績、また２９年度の状況を勘案いたしまして、量の見込

みを見直しさせていただきたいと考えております。２７年度につきましては７９名、

２８年度につきましては９４名、２９年度９月１日現在ということになりますが、

８５名おられます。見直し案としまして、３０年度、３１年度につきまして、１０

０名という数値に変更させていただきたいところでございます。 

続きまして、３ページをお願い致します。（５）一時預かり事業でございます。①

幼稚園在園者（１号認定、２号認定）＜３歳～５歳＞についてでございます。これ

につきましても、２７年、２８年度の実績、また、２９年度の現在の状況、それぞ
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れの伸び率を計算しまして、それぞれ見直しを行いたいものでございます。２７年

度の実績値で４４，４０８、２８年度の実績で４４，７２８、２９年度の９月１日

で、２０，５０８という数字がございます。それぞれの伸び率等勘案いたしまして、

３０年度の見直し案、４９，３５６、３１年度につきましては、４９，６７３とい

う数字に見直しをさせていただきたいものでございます。以上でございます。 

 

～会長～ 

ありがとうございます。 

 

～事務局～ 

続きまして、生涯学習課事業分につきまして、説明を申し上げます。資料６の１

ページにお戻りいただきたいと思います。（２）アフタースクール（放課後児童健全

育成事業）の実績と変更点について、ご説明を申し上げます。まず、１～３年生の

利用者数につきましては、平成２７年度の２２９人の計画数に対しまして、実績と

致しましては、２３６人になっております。差引７名の超過となりました。次に、

４～６年生の利用者数につきましては、同じく平成２７年度、１６９人の計画数に

対しまして、実績では３１人となっておりまして、差引１３８名の減となりまして、

同様に２８年度、２９年度の実績についてもご覧いただければと思いますが、３年

間の伸び率と致しまして、１～３年生については、実績ですけれども１２３％、４

～６年生は１５８％になっておりまして、計画よりも利用者数の伸び自体は伸びて

いるという状況でございます。また、４～６年生の利用者数が計画を大幅に下回っ

た要因でございますが、４～６年生の利用を開始いたしましたのが、平成２７年度

からでございました。平成２６年度の計画時点、事業計画の時点では根拠となる実

績数がなかったために、想定として計画数を示しておりましたが、実際のところは

想定以下の利用に留まったということでございます。さらに、その要因と致しまし

ては、やはり４～６年生、高学年の保護者、あるいは児童本人の、双方の意識と致

しまして、やはりアフタースクールの利用に、様子見といいますか、躊躇があった

のではないかと考えております。しかし、近年では、その抵抗感も薄れる傾向とな

っておりますので、今後４～６年生の利用についても、徐々に伸びていくのではな

いかというふうに考えております。 

次に平成３０年度と３１年度の見込みにつきましては、それぞれの利用実績の増

加傾向を踏まえて、計画値を修正させていただいており、平成３１年度では１～３

年生が３９７人、４～６年生が７６人、合計４７３人の利用を見込んでいるという

ことでございます。 

続きまして、２ページ（４）地域子育て支援拠点事業の実績と変更点について、

説明を申し上げます。まず、地域子育て支援拠点事業につきましては、赤穂市の場
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合、市民会館の３Fにございます、赤穂市子育て学習センターの事業を指します。し

かし、赤穂市子ども・子育て支援事業計画の６３ページにも記載されているのです

けれども、計画の策定時においては、地域子育て支援拠点事業が未実施であって、

同様の事業内容である保育所地域活動事業についてのニーズ調査を行った結果を計

画値として記載されているところでございます。どうしてこのような記載になった

かと申しますと、子育て学習センターそのものは赤穂市の場合、平成５年に開所さ

れておりましたけれども、国の基準の開所日数等の基準によりまして、この地域子

育て支援拠点事業には該当していないといったような状況が計画の策定時にはあり

ました。結果、この保育所地域活動事業のニーズ量を取りあえず、計画値として設

定したという経緯がございます。その後、国の基準が緩和されたことによりまして、

現在の赤穂市の子育て学習センターについても、地域子育て支援拠点事業に該当す

ることとなりましたので、子育て学習センターの実績値を基に今回の見直しをさせ

ていただきたいという事でございます。平成２７年度から２９年度にかけまして、

利用者数が９６．８％と微減している傾向にございますが、これは少子化の影響に

よるものではないかというふうに考えております。また、この実績を踏まえまして、

平成３１年度までの計画値につきましても、量の見込みを平成３０年度が７３５人、

平成３１年度が７２３人に変更したいものであります。以上で生涯学習課関係分の

説明を終わらせていただきます。 

 

～会長～ 

ありがとうございます。 

 

～事務局～ 

続きまして、子育て健康課に関する事業についてご説明させていただきたいと思

います。同じく２ページの（３）をご覧いただきたいと思います。子育て短期支援

事業について、ご説明を致します。この事業は、保護者の病気等の理由によりまし

て、家庭において養育することが一時的に困難となった児童につきまして、児童養

護施設等に入所させまして必要な保護を行う事業でございます。市内では新田にあ

ります、さくらこども学園にて実施しておるところでございます。平成２７年度と

２８年度の実績を見ますと、平成２７年度は実績（B）の４１件、平成２８年度は１

８件でございまして、計画の量の見込みよりは多くなっているのが分かると思いま

す。このため、平成３０年度と３１年度につきましては、この２年間の平均の３０

人に、量の見込みにつきまして見直したいと考えております。 

それから、１枚めくっていただきまして、（５）一時預かり事業の下にあります、

②上記以外＜０～５歳＞についてのご説明をさせていただきたいと思います。こち

らの方は、量の見込みに対して、確保内容が２つに分かれておりまして、上の一時



24 

 

預かり事業ですが、こちらは御崎、坂越、有年保育所の他にですね、新たに平成２

８年度からすこやかセンター内で乳幼児一時預かりを実施しております。実績数か

ら３０年度と３１年度につきましては、２５００人に見直しをしまして、またファ

ミリー・サポート・センターで実施している事業につきましても、各１５００人に

見直しを行い、２つ合わせて、各年度で４０００人としたいと考えております。 

それから１枚めくっていただきまして、（６）病児病後児保育事業でございます。

今年３月の子ども・子育て会議でもご説明致しましたが、当初計画の実施に向けま

して、昨年７月に市内の内科、小児科のある病院、診療所と、私立保育所等を対象

に事業者の募集を行っております。その結果、１事業者から応募がございましたが、

審査委員会を９月に２回開催して、審議を行いましたが、残念ながら事業者決定に

は至っておりません。また個別にですね、医療機関と直接、病後児保育事業の運営

委託に向けた協議を重ねましたが、看護師、保育士の確保の問題もありまして、本

年度から実施できる見込みが立っていないのが現状でございます。そこで、今年３

月の会議におきまして、訪問型での実施も視野に入れて、検討をご提案させていた

だきましたが、県内他市で実施している事例がないこと、また、看護師や保育士の

人材の確保や管理体制についての問題があるということもありまして、検討した結

果はですね、訪問型で病児病後児保育を実施するのは困難である状態となっており

ます。事務局としましては、ニーズ調査の結果にもあるのですが、小児科に併設し

た施設での実施を希望する方が７８％ございました。あと、幼稚園・保育所等に併

設した施設での実施を希望する方が５５％ということもありまして、改めて市内の

医療機関やさらには市の施設の活用等で早期実施できないか今後検討したいと考え

ております。 

それからその下の（７）ファミリー・サポート・センター事業について、ご説明

いたします。当初計画と実績を比較しますと、４～６年生で大きく乖離が発生して

おります。そのため、３０年、３１年度につきましては、１～３年生については、

量の見込み、確保方策共にそのままにしまして、４～６年生を５００人、各年度５

００人に見直したいと考えております。 

続きまして（８）の利用者支援事業についてでございます。子どもや保護者が幼

稚園、保育所、認定こども園での学校教育・保育や一時預かり、アフタースクール

などの地域子育て支援事業の中から適切なもの選択して、円滑に利用できるよう、

福祉に係わる各機関で相談を含めた支援を行うものがこの利用者支援事業でござい

ます。平成２７年度から子育て健康課の窓口におきまして、利用者支援事業のひと

つのタイプであります、特定型を実施してきましたが、これに加えまして来年度よ

り保健センター内に子育て世代包括支援センターを設置しまして、別のタイプであ

ります母子保健型の利用者支援事業をさらに実施することと致しております。子育

て健康課は以上であります。 
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～会長～ 

ありがとうございます。 

 

～事務局～ 

続きまして、保健センターよりご説明させていただきます。５ページをお開きく

ださい。（９）乳児家庭全戸訪問事業でございます。事業につきましては、生後４ヵ

月までのお子様のいる全てのご家庭を保健師や子育て応援隊が訪問し、子育てに関

する情報提供や養育環境等の把握を行う事業でございます。こちらの訪問事業につ

きましては、資料３で先程ご説明させていただきました児童数の見込みを見直した

事により訪問事業の人数の見直しを行っております。見直しを行った結果、平成３

０年度は２８０人、平成３１年度につきましては、２７２人ということになってお

ります。 

（１０）養育支援訪問事業等についてでございます。こちらの事業につきまして

は、養育支援が特に必要なご家庭に対してそのご自宅を訪問し、養育に関する指導、

助言等を行い、該当する家庭の適切な養育の需要を確保する事業でございます。こ

ちらの事業につきましては、平成２７年度と平成２８年度の実績の平均値を元に平

成３０年度、３１年度の量の見込みを算出しておりまして、平成３０年度、３１年

度共に、量の見込みとしましては、年間４５人を予定しております。 

続きまして、（１１）妊婦健康診査でございます。児童数の見込みにより、見直し

た事によりまして、妊婦健康診査を受診する妊婦の人数の見直しを行っております。

以上で保健センターからの説明を終わります。 

 

～会長～ 

ありがとうございました。今、かなりの量なのですけれどもご説明いただきまし

た件につきまして、ご質問、もう少し説明が必要な部分などございましたら、出し

ていただきたいと思います。いかがでしょうか。はい、お願い致します。 

 

 

～委員～ 

すみません、意見ではなくて、ちょっとよく分っていないもので、ご説明いただ

けたらと思うのですけれども、４ページの（８）の利用者支援事業で保健センター

の中でしていらっしゃる活動の説明をお伺いしたのですけれども、その活動の内容

と今度の母子の内容をもう少し聞かせていただけたら有り難いです。よろしくお願

い致します。 
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～事務局～ 

利用者支援事業で、現在２７年度からやっている特定型というのですが、それは

子育て健康課の窓口におきまして、いわゆる、赤穂市でいろんな保育サービスを提

供しておりますが、その方に合った保育サービスはどういったものがあるかという

のをご相談に来られたら、こちらでご紹介をするという、簡単に言うと、そういう

事業でございます。それを２７年度からやっております。それには専門職員を１名

配置しておりまして、研修を受けたその職員によって事業を実施してるということ

で、あと、来年度から開始します母子保健型につきましては。 

 

～事務局～ 

保健センターの方がご説明させていただきます。来年度設置します、子育て世代

包括支援センターというのは、国が設置を目指しているものなのですけれども、今、

妊娠期から出産、育児ということで、途切れなく支援を保健師等の専門職が行うこ

とによりまして、お母さんの子育て不安ですとか、そう言ったものを解消しまして、

安心して子育てができるような環境づくりということで、そちらのセンターの方を

保健センター内に設置する予定にしております。 

 

～委員～ 

ありがとうございます。 

 

～会長～ 

よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。今のようにもう少し説明し

てほしいというような事で、構いませんので。いかがでしょうか。はい、お願い致

します。 

 

～委員～ 

先程、聞きました母子保健型ということで、妊娠期から子育て期まで切れ目のな

い支援をという事でされるという事なのですが、具体的にどんな事で、例えば、妊

婦として伺って、どんな事を聞けたり、どんな事をしてもらえるのかという事をお

聞きしたいのですが。 

 

 

～事務局～ 

今年度より親子健康手帳、母子健康手帳なのですけれどもそちらの交付を保健セ

ンターの方で行っておりまして、地区担当の保健師が妊婦さんと面接させていただ

きまして、実情の中で困っておられることとか、何か気になることという事を面接
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でお伺いしまして、その中でこういった事が問題なので、こういうふうに解決しよ

うとそういった事を妊婦さんと話し合いながら、出産まで過ごしていただきまして、

また出産をされましたら担当した保健師の方が、また訪問させていただきまして、

その後の経過を見ていただきながら、子育てに対して、不安がないかとか何かあれ

ば一緒に解決をしていったりという事で、相談事業を中心に行っていく予定にして

おります。 

 

～会長～ 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。他にございませんでしょうか。い

かがでしょうか。 

 

～委員～ 

すみません、今更の質問なのですけれども、地域子育て支援拠点事業というのは、

今赤穂市は学習センターのみですかね。これは、児童館とかのされている支援事業

もあると思うんですね。管轄は違うと思うのですけれども、その辺って、どうして

児童館は違うのかなという素朴な疑問なのですが。管轄が違うと所轄が違うと言わ

れるとそうなのですが、市民からすると何が違うのだろうと、思うと思うのですね。 

 

～会長～ 

いかがでしょうか。 

 

～事務局～ 

地域子育て支援拠点事業ですが、厳密に言うと細かい基準がございまして、その

基準に、私、今手持ちに持ってきていないので、ご説明できないので申し訳ないの

ですけれども、基準に児童館のやっている事業が適合していないということで該当

しないということになります。 

 

～委員～ 

分かりました。 

 

～会長～ 

すみません、ありがとうございます。 

 

～委員～ 

基準の事はよく分からないのですけれども、保護者の方からの意見としましては、

私も児童館と子育て学習センターの事業が行われている公民館とか行かせていただ
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いた時に、そこに来られているお母さん方が、どうして児童館に、やっている内容

はどちらもいいなと思うんですと、できたら学習センターでやっていることを児童

館に持ってきて、してもらったり、児童館の、児童館をそのまま移動することは難

しいので、児童館は比較的皆さん集まりやすい、それだけの子どもの場所もとれる

という意味もありまして、この時だけ学習センター、こっちは児童館でそれを受け

入れないような体質ってこれはどういう事なんですかと、尋ねられた事もあるので

すけれども、その辺はシステム的にとか管理上の問題とかいろんな事があるのでし

ょうけれども、地域で見守るという部分においては、もう少し共同というのかいう

ことはできないのでしょうか。 

 

～会長～ 

一番痛いご質問だと思うのですけれども、何かございますでしょうか。 

 

～事務局～ 

非常に難しいご質問なのは間違いなくそうなのですが、やはり、児童館でやる事

業の趣旨というか、目的と子育て学習センターでやる趣旨と目的というのは、根本

的に違うと思うのですよね。そこがあるので、それぞれ児童館があり、子育て学習

センターが存在するというのがあると思いますので、見た目は似たような事業かな

という事もあると思うのですが、趣旨と言いますか目的からして違うところがあっ

て、別々にやっているというふうにお考えいただいたらと思うのですけれども、今

後、そういうご意見があるという事でしたら、いろいろ管轄は違いますけれども、

一度検討はしてみたいとは思います。 

 

～委員～ 

何ヶ月に１回とか、その場を使わせていただいてみたいなこととかね。 

 

～事務局～ 

すみません、あとですね、例えば、子育て学習センターがあり、児童館がありと

いうそういういろんな施設があるということは、市民の側から見ると、いろいろ選

択肢があるという事で、市民からいろんな施設を選べるというメリットはひとつは

あると思います。 

 

～会長～ 

ありがとうございます。事情は分かりつつもなぜなのかというようなご質問とい

うか、ご意見だと思いますが、利用する側からすれば、ひとつで全体が分かるよう

になっていたら、その都度選んでいくというような事もできるかなあとも思います
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ので、例えば、今検討してくださるという事ではありましたけれども、広報の仕方

ですとか、案内の仕方の工夫でまずはちょっと変えられる所もあるのではないかな

というふうに思いますが、お願いします。 

 

～事務局～ 

会長からそういうご意見をいただきましたので、ご紹介をさせていただきたいの

ですけれども、来月からですね、スマホサイトにおきまして、子育て支援情報サイ

トといいますか、そこには、イベント情報とか掲載しておりまして、例えば児童館

で何月何日にこういったイベントありますとか、子育て学習センターでは何月何日

にこういうイベントがありますとか、市内でやっている子育てに関する情報はそこ

のサイトを見ていただければ、全て分かるような新しいサイトを開設する予定にし

ておりますので、それは期待していただきたいと思います。 

 

～会長～ 

ありがとうございます。期待したいと思います。他に、はい、お願い致します。 

 

～委員～ 

すみません、集中砲火ばっかりでフォローではないのですけれども、今いただい

た児童館とか、おれんじの木ですよね、学習センター利用させていただいていて、

一市民の声として、計画を見るとですね、大好評で毎年のように並ばされているの

で、行っています。僕自身も参加させていただいているというか、するのですけれ

ども、その中で計画を見るとちょっと残念かなと思うのが１点あって、３０年度、

３１年度ですねこの数字から見るとプログラムの拡充がないのかなと読み取れてし

まうんです。今のプログラムのままで、人口減に対して合わせこんだ数字になって

いるのかなというふうに見て取れてしまうのですけれども、そういった計画とかと

いうものについて、ご意見が伺えたらと思います。具体的なプログラムを出してい

ただいているとは認識していて、「ピョンピョン」なり、ありますよね、今。 

 

～事務局～ 

それは、具体的に何かの事業についてですか。 

 

～委員～ 

学習センターの事業について、主にこういう延べ人数の見積もりになっていると

出されていると思うのですけれども。そのプログラムが増えたら確実に利用者数が

増えるはずで。 
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～事務局～ 

子育て学習センターの関係の事業、おっしゃられるとおり、様々なグループ分け

を致しまして、子育て学習センターでは事業をさせていただいておりまして、毎年、

応募の際にはたくさんの方が早くから行列を作っていただいて、お申込みに来てい

ただいております。人気のあるグループなんかでしたら、さらにもうひとつグルー

プを作ったりして、ちょっと増やしたりなんかして、できる限りご希望に添えるよ

うな体制は作っていきたいとは考えているのですが、なかなかこちらの方もそれを

支援する教師といいますか、指導者の立場の先生の補充がなかなか難しいところも

あって、どうしてもこれ以上なかなか増やしにくいという所もあったりしますが、

おっしゃられるとおり今回の計画では数字ばっかりで、そういったプログラムの充

実についての記載がないという所は確かにあると思います。ただ、所管と致しまし

ては、できる限り幅広く、さらに内容の充実した事業の実施というのは心がけてい

きたい。また、予算も要求していきたいと考えているところでございます。その辺

りは、各所管毎に、各事業毎に今後できる限り、ご希望に添えるようにやっていき

たいと思います。 

それから、子育て学習センターにつきましては、一応、未就学児、まだ小学校に

上がっていない子ども達を対象という事で、赤穂市の場合はこれまでやってきてお

ります。平成５年この学習センターが立ち上がった当時はおそらく児童館というの

は、赤穂市では坂越と加里屋だけだったんですね。そういった中で今回、塩屋の方

と東の方と４つに増えておりますので、先程もご意見ありましたけれども、ちょっ

と対象者ですとか、やっております事業の内容とかの擦り合わせは当然必要となっ

てくると思いますけれども、子育て学習センターでは出張的な形で尾崎公民館で講

座を開いたりしておりますので、そういった形で児童館との連携も図れるようでし

たら考えていきたいなと、ただ、子育て学習センターではご存知のとおり、親子で

の参加ということがひとつの条件という形でさせていただいておりまして、親子の

ふれあいというのを非常に大切にしているということもございますので、そこら辺

も合わせての擦り合わせを今後考えていかないといけないのかなあというふうに思

っております。以上です。 

 

～委員～ 

ありがとうございます。もう１点だけ。これ今言うことかどうか、すみません、

学習センターで並ぶ時なのですけれども、これは僕の意見ではなくてママの意見で、

子どもを置いてこなければいけないと。小さい子どものための事業で、並ぶ時間、

置いておくのも不安なんですという声も上がっているらしいです。例えば、抽選と

か、仲良しグループなられるとかいろんな配慮があるのは当然あるとは思うのです

けれども、時代も時代なので、先程ご活用いただいているスマホサイトの利用とか、
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そういった所でご検討いただけると有り難いなと思います。 

 

～会長～ 

ありがとうございます。非常に貴重なご意見だったと思います。検討してくださ

ると思います。他にございませんでしょうか。お願い致します。 

 

～委員～ 

先程から聞いていて、本当にお母さん達、朝早くから並んでいて、途中でお父さ

んが先に並んで、後からお母さんが並んでとかで、何でそこまで過熱を、子育て支

援事業に参加するのが過熱してるかという、そこが私からするとちょっと異常かな

という。本当にあちこち行かれているんですね、一箇所にとどまらず、学習センタ

ーに行って、児童館の行事とか、ばーっと回っている、結論から言うと、自分で子

育てできない方が増えているというのが実情です。それは、私達見てても、児童館

の先生たちも多分分かっておられると思うのですけれども、支援は確かに必要では

あるんですけれども、その辺りの支援のやり方というのがちょっとずれてきている

かなというのは正直、学習センターの過熱気味な所だとか、児童館に来られるお母

さん達からしても、なかなか子育て、子どもを見て一緒に遊べるというのができな

いお母さんがちょっと増えてきているのではないかなと思うのですね、その辺を、

どういうふうにお母さん達にアプローチしていくかというのが、分らないのですけ

れども、そこをしっかりしていないと、今度、それこそ保育所、幼稚園だ行ったと

きに、実際に育つのは子ども達でお母さん達が楽しんで、子ども達はどうなんだと

いう話で、子ども達が実際、ほんとにちゃんと育てていくのが私達の役目だと思う

のですね。その辺が常に私の疑問なんです。そこは、本当に、支援、支援と、本当

に全て支援ですよね。支援、支援というけれどもそれが本当に子ども達に対しての

支援になっているかどうかというと、それは前々から言ってますけど、その辺は本

当に疑問なんですね。それをやはり事務局でも少しそういった事を把握をしていた

だきたいなというのは思います。 

 

～会長～ 

ありがとうございます。計画を立てたり実施するときの核となるところを確認せ

よというようなご意見ではなかったかというふうに理解しておりますが、そのよう

に考えていきたいと思っております。ありがとうございます。いかがでしょうか。

他にございませんでしょうか。 

 

～委員～ 

すみません、先程、委員の方からうまく子どもと遊べない母親が増えている、行
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政として子育て支援はすごく赤穂市いろいろあると思うのですけれども、いまいち

実際、私、専業主婦で小５、小３、年長と子どもがいるのですけれど、何かちょっ

と一方通行的な感じを感じたりする所もあります。今、先生方がおっしゃられたよ

うに赤穂市は幼稚園入るまで、お母さんがおうちで見ようと考える方が多いですと

言われたのは多分、児童館だったり、おれんじの木だったり、城南でやっている親

子体操とかの教室だったり、入れなくても親子でどこかに行ける場所がたくさんあ

るというのが、すごく大きいと私は個人的に思うのですけれども、行っても、ただ

行って母と子で時間を過ごすだけだったら、やっぱり、子どもが育たない上に母親

が育たないというふうにも、多分、委員の言われたいことは多分、母親を、子ども

を育てる前に母親が育たないとという部分があるのかなというふうに私は解釈させ

てもらったのですけれども、そうなった時に児童館に行きました、おれんじの木に

行きましたと言ったときにやっぱり、そこで、私が子どもと遊ぶだけではなくて、

そこにおられる先生方が、どのように関わってきてくれるかというのがすごく大き

いのではないかなあと個人的に思うんです。ここは、お母さんがおしゃべりする場

所ではありません。子どもは自分の子は自分で見ましょうと張り紙がされている中

で、先生のお部屋に先生がおられてというよりも、もう少し、それこそ妊娠期から

子育て期まで切れ目のないという話がでるのであれば、もっとおれんじの木と児童

館はちょっと管轄がとか基準がというよりも、それはそれで置いといて、せっかく

ある施設がもっとこうソフトの面で横につながっていければ、お母さんたちにとっ

てもやさしい環境になるのではないかなとすみません、主婦の意見です。すみませ

ん。 

 

～会長～ 

とても貴重な意見をありがとうございました。支援、支援というとちょっと上下

関係が若干生じる関係性でもあるかと思いますので、計画を立てる時点、その中身

ということについてのご意見だったかと思いますけれども、何か事務局の方からご

意見ございますか。もし、ございましたらば、よろしいでしょうかね、今後の計画

の立て方ですけれども、中身も含めまして見直すときの考え方のひとつとしていき

たいなと思いました。ありがとうございます。今後もぜひ、いろいろとご意見をい

ただきたいと思います。他にございませんでしょうか。 

 

～委員～ 

すみません、何度も。個人的という訳ではないのですけれども、この度、加里屋

の商店街にですね、兵庫県の子育てほっとステーションを花岳寺通り商店街が開設

をすることになりました。県からの助成をいただいて、赤穂市から空き家の店舗の

助成をいただきまして、子育てほっとステーションを、多分この１０月には、やっ
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と許可がおりまして、商店街の中で、一応商店街活性化の事業ではあるのですけれ

ども、そこでは、おむつ替えだったり、授乳室、あと、拠点事業として県からの助

成金をいただいて、その中で先程言った、なかなかハードの部分ではケアできない

ところを、民間のソフト部分でお母さん達をケアしていこうという事で商店街の方

がそういった事業を確保しております。その辺を、また、来年度以降ですね、行政

の方とも何か連携をしていけたらと思っておりますので、商店街の方が私たちの団

体に委託という形で進めております。ちょっとまだその辺がはっきりしていないの

ですけれども、一応１０月には施設がオープンということになります。今、本当に

民間でそういった支援拠点を、ＮＰＯだったりとか、そういったところがやってい

るということを、各自市町村ですね、やっぱり行政だけでは、先程、委員言われた

ようになかなかそういった行き届かない部分をやはり民間ということで、支援をし

ていくという所が、各市町村もやっている状態で、なかなか赤穂市難しいかなとは

思うのですけれども、そう言った事のご報告です。 

 

～会長～ 

ありがとうございます。他にございませんでしょうか。大分時間も昼に迫って参

ったのですけれども、今議題３つめですけれども地域子ども・子育て支援事業にお

ける実績値と見直し案についてというところでございますが、多種多様なご意見、

皆様から賜りました。ありがとうございます。現時点で３番目の議題について、も

し事務局案のとおりでよろしいということであれば、この通り進めさせていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。とはいえ、いろい

ろとこの会議で他の委員のお話を聞き、また事務局の説明等を聞きながら、ちょっ

とここはというような事が、もしやあるかもしれません。もし、そのような事があ

りましたらば、ぜひお伝えしていただきまして、次回の会議、大幅な、大転換とい

うような事にはならないかもしれませんけれども、何らかの形で反映させる、ある

いはこの計画ではなくとも、別のところに反映させるような形で、やっていけたら

なというふうに思っておりますので、ぜひ忌憚のないご意見をまた賜りたいと思っ

ております。やはり、実際に子育てをされている、されてきた方、若い方達は、世

の中、随分変わってきておりますので、こういった会議も５年というのは非常に長

い時間、現実の方が早く変わっていって、長い期間だという実感もございますので、

ぜひ地域に合ったものにしていきたいと考えておりますので、今後ともまたよろし

くお願いしたいと思っております。まずは、事務局原案というところで、ご了承い

ただいたという事で、ご協力ありがとうございます。最後に、金谷先生の方から。 

 

～副会長～ 

失礼致します。感想になりますけれども、座って失礼致します。事務局からの本
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当に丁寧な、たくさんの資料に基づいての説明をいただいて、内容はとてもよく理

解できたなというふうに思いました。それぞれの皆さんのお立場から、貴重なご意

見とか情報を提供していただいて、本当に議題についても、よい機会になったので

はないかなと思いました。これは、私に課せられたことなのですけれども、先程、

学生の間に質を高める、高めていただきたいということをしっかり質の向上に向け

て、学生を送り出していただきたいという話もございましたけれども、これは私と

してもしっかりと学生に質を高める研修をさせていただきながら、赤穂市にとって

よい人材を送り出せるように、私自身はがんばっていきたいなというふうに思って

おります。ひとつ、保育士有資格者研修会というのを今年度で３回目、実施させて

いただきまして、新聞にも掲載されましたので、ご購読いただいているかなとも思

うのですけれども、皆さん、免許と資格はしっかり持っているのですけれども、な

かなか一歩踏み出す勇気がないという所もあって、どういう事を今、保育所ではし

ているかというような事を学んでいただきながら、保育士として出ていただきたい

という希望もありまして、この研修をさせていただきているのですけれども、その

研修の中身としましても、保育士の指針に基づいて、今保育所では、こういう指針

に基づいて、カリキュラムの元で進めています。それから保育所では、こういう子

どもの実態ですよというような事も含めて、保育士の在り方であるとか、いろんな

働き方でこういう事を働いていただいていますという、現在の保育士の皆様からお

話も聞いて、進めさせていただきているのですけれども、赤穂市は赤穂市なりに、

どういう形で人材を確保していくかとか、いい保育士になるためにどういう研修を

進めていったらいいかという事なども、一緒に考えさせていただきながら、今後も

進めさせていただければいいなというふうに思っています。本当に感想になりまし

たけれども、今後ともどうぞよろしくお願い致します。以上です。 

 

～会長～ 

ありがとうございました。本日の議事はこれで全て終了となります。本当に貴重

なご意見をたくさんいただきまして、ありがとうございます。ぜひ、反映させつつ、

また皆様からの貴重なご意見を承っていきたいと思います。ありがとうございまし

た。大変、雑駁な司会で大変申し訳ございませんでした。ご協力ありがとうござい

ました。では、事務局にお返しいたします。 

 

６ その他 

 

７ 閉会 

 

～事務局～ 
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どうもありがとうございました。では、次回の会議につきましては、また資料２

に書かせていただいておりますけれども、来年の２月から３月を予定しております

ので、正式な日程が決まり次第、またご案内させていただきたいと思います。本日

は長時間のご審議、ありがとうございました。 

 


